
京都市告示第   号 

 平成２１年１０月８日京都市告示第２６９号（公営住宅法施行令第２条第１項第４号に

規定する数値の決定等）の一部を平成２４年１２月１日から次のように改めます。 

  平成２４年９月２５日 

京都市長 門川 大作   

「 

樫原市営住宅 第１棟から第１３棟まで  0.7896 

」 

を 

「 

樫原市営住宅 第１棟 ３０６号 0.9396 

その他 0.7896 

第２棟  0.7896 

第３棟 １０９号 0.9396 

その他 0.7896 

第４棟から第６棟まで  0.7896 

第７棟 ２０３号 0.9396 

その他 0.7896 

第８棟 ２０７号及び４０７

号 

0.9396 

その他 0.7896 

第９棟から第１３棟まで  0.7896 

」 

に， 

「 

西野山市営住宅 第１棟から第１５棟まで  0.7859 

」 

を 

「 

２４９



西野山市営住宅 第１棟 １０８号 0.9359 

その他 0.7859 

第２棟 ２０１号及び３０５

号 

0.9359 

その他 0.7859 

第３棟  0.7859 

第４棟 ２０２号及び２０６

号 

0.9359 

その他 0.7859 

第５棟及び第６棟  0.7859 

第７棟 ２０２号 0.9359 

その他 0.7859 

第８棟 ２０３号及び２０５

号 

0.9359 

その他 0.7859 

第９棟 ３０１号 0.9359 

その他 0.7859 

第１０棟  0.7859 

第１１棟 ５０８号 0.9359 

その他 0.7859 

第１２棟から第１５棟ま

で 

 0.7859 

」 

に， 

「 

川西市営住宅 第１棟から第２棟まで  0.7956 

」 

を 

「 



川西市営住宅 第１棟  0.7956 

第２棟 ３０５号及び５０４

号 

0.9456 

その他 0.7956 

」 

に， 

「 

石田東市営住宅 第１棟から第９棟まで  0.7822 

」 

を 

「 

石田東市営住宅 第１棟  0.7822 

第２棟 ３０１号 0.9322 

その他 0.7822 

第３棟  0.7822 

第４棟 ２０２号 0.9322 

その他 0.7822 

第５棟から第９棟まで  0.7822 

」 

に， 

「 

山科市営住宅 第３棟 末尾５１号から６８

号まで 

0.9384 

その他 0.8884 

」 

を 

「 

山科市営住宅 第３棟  0.9384 

」 



に改めます。 

（都市計画局住宅室住宅管理課） 


